
平成17年度 社 会 保 障 費
――解説と分析――

国立社会保障・人口問題研究所 企画部

2007年（平成19年）10月26日「平成17年度社会保障給付費」を公表

した。本稿では平成17年度の解説と分析をおこなう。なお，研究所のホー

ムページで，配布資料全ページを公開している。公開形式はHTML形式と

エクセルファイルのダウンロード形式で，配布資料同様の内容もPDFファ

イルのダウンロード形式で提供されている。

第１部 解 説 編

Ⅰ 平成17年度社会保障給付費の概要

１ 平成17年度の社会保障給付費は87兆9,150

億円であり，対前年度増加額は１兆9,441億円，

伸び率は2.3％で，調査開始以来３番目の低さと

なった昨年度（2.0％）とほぼ同程度となった。

２ 社会保障給付費の国民所得比は，平成16年度

を0.22％上回る，23.91％と過去最高となった。

３ 国民１人当たりの社会保障給付費は68万

8,100円で，対前年度伸び率は2.2％であった。

４ 社会保障給付費を「医療」，「年金」，「福祉そ

の他」の部門別にみると，「医療」が28兆1,094

億円で総額に占める割合は32.0％，「年金」が46

兆2,930億円で同52.7％，「福祉その他」が13

兆5,126億円で同15.4％であった。

５ 医療」の対前年度伸び率は3.6％であった。

増加に最も影響を与えたのは，国民健康保険（寄

与率64.1％）で，次いで政管健保（寄与率

11.0％），組合健保（寄与率10.5％），老人保健

（寄与率8.2％）と，いずれの制度でも給付が増

加している。平成17年度は，診療報酬改定など，

給付額に影響を与える制度改正はなかったので，

これらは医療給付の自然増と考えられる。なお，

老人保健は，平成14年の医療保険改革によって

対象年齢の引き上げが行われ（平成17年10月

からは「73歳以上」から「74歳以上」に引き上

げ），受給者数は減少したが，総額では0.7％の

増加となった。

６ 年金」の対前年度伸び率は1.7％で，調査開

始以来最低だった平成15年度，２番目に低かっ

た平成16年度に次ぐ３番目の低さであった。増

加に最も影響を与えたのは，国民年金（寄与率

88.7％），次いで厚生年金保険（寄与率57.9％）

である。その一方，厚生年金基金等が減少した

（寄与率△37.7％）ことが全体の伸び率が低く

なった理由である。その背景には，厚生年金基

金の解散や代行返上により基金の給付（３階部

分）が減少したことがある。なお，公的年金給

付全般については，平成17年度は平成16年の

消費者物価指数の変動率が0.0％であったことに

より物価スライドが実施されなかったため，受

給者の増加が年金給付の増加につながる結果に

なっているものと考えられる。

７ 介護保険，児童手当，生活保護，雇用保険，

社会福祉などからなる「福祉その他」の対前年
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度伸び率は1.5％であった。増加に最も影響を与

えたのは，介護保険（寄与率119.4％），次いで

児童手当（寄与率20.1％），生活保護（寄与率

13.0％）である。介護保険は，4.4％の伸び率で

あり，平成17年10月より介護保険３施設（短

期入所を含む）などの居住費・食費について保

険給付の対象外とされたことなどにより，平成

15年度から平成16年度にかけての伸び率

（9.1％）より低い伸び率にとどまった。そして，

「福祉その他」全体の伸び率が1.5％と低かった

主な原因は，上述の通り，介護保険の伸び率が

低かったことに加え，雇用保険（寄与率△

44.9％），社会福祉（寄与率△12.5％）が減少し

たことである。雇用保険の減少は，景気回復の

影響により「失業・雇用対策」が減少したこと

が背景にある。また，社会福祉の減少は，「知的

障害者施設訓練等支援費負担金」，「公立保育所

運営費負担金相当額」などが増加した一方で，

「養護老人ホーム等保護費負担金」「介護予防・

地域支え合い事業費」などが減少したためであ

る 。

機能別（表２）で最も大きいのは老齢年金や老

人福祉サービス給付費などからなる「高齢」であ

り，43兆9,597億円，総額に占める割合は50.0％

であった。２番目に大きいのは医療保険や老人保

健などの医療給付などからなる「保健医療」であ

り，27兆5,067億円，総額に占める割合は31.3％

であった。これら上位２つの機能分類の合計が，

総額の81.3％を占めている。

対前年度比伸び率では「住宅」が5.6％と最も高

いが，増加額は少なく，給付費全体の伸びへの影

響は小さい。一方，給付費全体の伸びに最も影響

を与える「高齢」については1.8％，「保健医療」

については3.6％の伸びとなった。「失業」が対前

年度比で△6.9％と大きく減少している。また，「家

族」が対前年度比で5.0％増加している。この背景

としては，支援費制度施行を機に始まった「知的

障害者施設訓練等支援費等負担金」の増加や本年

度遡及改訂した公立保育所運営費負担金相当額の

増加などがある。（本年度の遡及改訂については，

後述参照）

Ⅱ 平成17年度社会保障財源の概要

１ 平成17年度の社会保障収入総額は117兆

5,220億円で，対前年度伸び率は19.0％であっ

た。なお，収入総額には，社会保障給付費の財

源に加えて，管理費および給付以外の支出の財

源も含まれる。

２ 大項目では「社会保険料」が54兆7,072億円

Winter ’07 平成17年度 社 会 保 障 費

表１ 部門別社会保障給付費

社会保障給付費 平成16年度 平成17年度
対前年度比

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

計 859,709 879,150 19,441 2.3

（100.0) （100.0)

医療 271,454 281,094 9,640 3.6

（31.6) （32.0)

年金 455,188 462,930 7,742 1.7

（52.9) （52.7)

福祉その他 133,066 135,126 2,060 1.5

（15.5) （15.4)

介護対策（再掲) 56,289 58,795 2,506 4.5

（6.5) （6.7)

注）（ ）内は構成割合である。
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で，収入総額の46.6％を占めている。次に「税」

が30兆848億円で，収入総額の25.6％を占めて

いる。

３ 収入額の伸びを見ると，「資産収入」の増加が

大きく対前年度伸び率では169.2％となっている。

社会保障給付費において「資産収入」を計上し

ている制度は，年金制度を中心とした積立金を

保有する制度である。公的年金（厚生年金およ

び国民年金）の年金資金運用基金（平成18年４

月より年金積立金管理運用独立行政法人）によ

る運用状況は，平成16年度は低迷していた国内

株式市場が平成17年度には活況を呈し，厚生年

金の収益率が平成16年度の2.73％から平成17

年度の6.82％と大きく上昇した 。一方，厚生年

金基金については，国内株式市場の活況による

運用利回りの上昇（平成16年度4.69％→平成

17年度21.59％)により資産収入が大きく増加

した。その結果，平成17年度の「資産収入」が

大きく増加したものである。年金制度において

は「資産収入」の額は時価ベースで評価してい

ることにより，当該年度の市場環境に左右され

る傾向にある。

また，「社会保険料」「税」いずれも対前年度

比較で増加した。

社会保険料」については，事業主拠出が1,347

億円（0.5％増），被保険者拠出は8,184億円（3.0％

増）増加した。社会保険料の増加に最も影響を与

えた制度は，厚生年金（寄与率37.0％）と雇用保
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表２ 機能別社会保障給付費

社会保障給付費 平成16年度 平成17年度
対前年度比

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

計 859,709 879,150 19,441 2.3

（100.0) （100.0)

高齢 431,922 439,597 7,675 1.8

（50.2) （50.0)

遺族 62,527 63,684 1,156 1.8

（7.3) （7.2)

障害 19,732 19,995 263 1.3

（2.3) （2.3)

労働災害 9,763 9,704 △ 58 △ 0.6

（1.1) （1.1)

保健医療 265,383 275,067 9,684 3.6

（30.9) （31.3)

家族 29,817 31,306 1,489 5.0

（3.5) （3.6)

失業 14,442 13,444 △ 998 △ 6.9

（1.7) （1.5)

住宅 3,130 3,305 175 5.6

（0.4) （0.4)

生活保護その他 22,993 23,048 56 0.2

（2.7) （2.6)

注）（ ）内は構成割合である。
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険（寄与率20.9％）である。この背景には各保険

料率の引き上げがある。厚生年金保険料率は，平

成17年10月１日より13.934％から14.288％へ引

き上げられ，雇用保険料率は，平成17年４月１日

より1.4％から1.6％へ引き上げられた。なお，被

保険者拠出の増加については，国民健康保険の増

加の寄与率が11.2％と大きく，この増加の大半は

退職者医療制度の被保険者拠出の増加だった。こ

の背景には老人保健の対象年齢の引き上げによる

退職者医療制度の対象者の増加があったと考えら

れる。

税」については，対前年度比で国は1.6％，地

方は10.5％増加した。国の増加に影響を与えたの

は，老人保健（寄与率86.6％），次いで厚生年金保

険（寄与率73.8％），国民年金（寄与率51.4％）

である。老人保健については，平成14年度の医療

制度改革により，老人保健の公費負担割合を，５

年間で３割から５割へと引き上げる途上であり，

平成17年10月には割合が42％から46％に引き上

げられた。厚生年金保険と国民年金については，

基礎年金国庫負担割合の引き上げの実施の影響が

現れていると考えられる。一方，全体で国の増加

が1.6％と微増にとどまった主因は，国民健康保険

（寄与率△124.6％）の減少がある。これは，制度

表３ 項目別社会保障財源

平成16年度 平成17年度
対前年度比

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

計 987,382 1,175,220 187,838 19.0

(100.0) (100.0)

2

社会保険料 537,541 547,072 9,531 1.8

(54.4) (46.6)

事業主拠出 262,256 263,603 1,347 0.5

(26.6) (22.4)

被保険者拠出 275,285 283,469 8,184 3.0

(27.9) (24.1)

け

税 289,691 300,848 11,157 3.9

(29.3) (25.6)

国 217,012 220,521 3,509 1.6

(22.0) (18.8)

地方 72,679 80,327 7,648 10.5

(7.4) (6.8)

合

他の収入 160,149 327,300 167,151 104.4

(16.2) (

価

7.9)

資産収入 70,005 188,465 118,460 169.2

(7.1) (16.0)

その他 90,145 138,835 48,691 54.0

(9.1) (11.8)

注）１)( ）内は構成割

1

である。

２) 他の収入」については，厚生年金等にお

要

る積立金の運用収入は時

e

ベース

で評価していること等に留意する必

7

がある。
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改正により，「療養給付費等負担金」「保険基盤安

定繰入金（保険料軽減分）」「普通調整交付金」が

減少したからである。

地方の増加に影響を与えたのは，国民健康保険

（寄与率73.9％），次いで老人保健（寄与率

19.9％），介護保険（寄与率12.3％）である。国民

健康保険は，制度改正により「都道府県支出金」

の中の「保険基盤安定繰入金」が増加し，「都道府

県財政調整交付金」が新たに導入されたことの影

響と考えられる。老人保健は，国と同様，公費負

担の引き上げの影響である（老人保健の公費負担

の負担者別内訳は，国：都道府県：市区町村＝

４：１：１）。介護保険は，給付の増加に伴う「一

般会計繰入金」における「都道府県負担金」の増

加の影響である。

Ⅲ 遡及改訂の概要

５年ごとに過去に遡ってデータの見直しを行う

遡及作業を実施しているところであり，今回正に

その遡及作業の実施年度に当たるため，平成16年

度以前の社会保障給付については，平成17年度の

公表にあわせて，必要な見直しを行った。遡及期

間は平成元～16年度の間である。

平成16年度社会保障給付費においては，三位一

体の改革により平成16年度から公立保育所運営費

負担金が一般財源化されたため，統計上の制約か

らこれに係る給付費を集計の対象としなかったが，

平成17年度の公表資料から統計資料としての連続

性を尊重するため，過去に遡って推計値を含めて

集計することとした。

過去に遡り集計方法などの見直しを行った主な

変更部分と理由は以下の通りである。

＜平成16年度 社会保障給付費が増になった理

由＞

①社会福祉の児童保護費「公立保育所運営費負担

金相当額」を『医療以外の現物』へ追加（3,322億

円の増，福祉その他・家族）＊

②児童手当のその他支出・児童育成事業費補助金

「子育て支援情報ネットワーク事業」を『その他（給

付外）』から『医療以外の現物』へ変更（8,808万

円の増，福祉その他・家族）

③公衆衛生の保健衛生諸費・疾病予防対策事業費

等補助金・ポリオ生ワクチン２次感染対策事業費

「障害年金」を『管理費』から『年金』へ変更（555

万円の増，年金・障害）

＜平成16年度 社会保障給付費が減になった理

由＞

公衆衛生の検疫所・検疫所「その他」を『医療』

から『その他（給付外）』へ変更（82.7億円の減，

医療・保健医療）

＜平成16年度 社会保障財源の変化の理由＞

①社会福祉の児童保護費「公立保育所運営費負担

金相当額」の追加により『地方負担』へ計上（3,322

億円の増，税（地方））＊

②厚生年金保険の「解散厚生年金基金等徴収金」

を『他制度からの移転』から『その他収入』へ変

更（53,854億円の増，他の収入（その他））

＊印については平成16年度のみの更新。その他に

ついては平成元年からの更新。

注)厚生年金保険の「解散厚生年金基金等徴

収金」を『他制度からの移転』から『その他

収入』へ変更した理由は，ILO基準による『他

制度からの移転』は例えば基礎年金拠出金と

基礎年金交付金などのように，当該年度にお

いて『他制度への移転』が同時に発生するよ

うな資金の動きを二重計上しないように取扱

うものであることから，今回の遡及見直しで

「解散厚生年金基金等徴収金」はこうした趣旨

に合致しないと判断したため。

第２部 分 析 編

Ⅰ 高齢者関係給付費の動向

社会保障給付費」では昭和48年度以降，「高齢

者関係給付費」の集計・公表を行っている。この

高齢者関係給付費とは，主に高齢者を対象として

給付が行われる制度について集計を行ったもので

あり，「年金保険給付費」，「老人保健（医療分）給

付費」，「老人福祉サービス給付費」，および「高年

齢雇用継続給付費」からなっている。平成17年度
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社会保障給付費ではこの高齢者関係給付費につい

て２点注目すべき動きがみられた。

第１は，高齢者関係給付費の伸び率が低い水準

にとどまったという点である。平成17年度の高齢

者関係給付費の伸び率は1.7％となっており，集計

以来最低となった平成15年度の1.5％に次ぐ低さ

となった。第2は，高齢者関係給付費の伸び率が

社会保障給付費全体の伸び率2.3％をも下回ったと

いう点である。この結果，社会保障給付費に占め

る高齢者関係給付費の割合は，計測以来初めて前

年度を下回り，平成16年度の70.6％から70.2％

に低下することとなった。そこで以下では，高齢

者関係給付費の伸び率が鈍化した背景について考

えることにする。

先に述べた通り，高齢者関係給付費は「年金保

険給付費」，「老人保健（医療分）給付費」，「老人

福祉サービス給付費」，および「高年齢雇用継続給

付費」の４つからなるが，平成15年度から平成17

年度にかけての各項目の給付費等の推移をまとめ

たものが表４である。表中には平成15年度から平

成16年度にかけての増加率と，平成16年度から

平成17年度にかけての増加率を掲載してあるが，

両者の差額である増加率の変動に着目すると，「年

金保険給付費」が微増，「老人保健（医療分）給付

費」がマイナスからプラスに転じているのに対し，

「老人福祉サービス給付費」の増加率が10.36％か

ら2.19％へと8.17ポイント低下していることが分

かる。「老人福祉サービス給付費」の大半が介護保

険制度であることを考慮すると，介護保険給付費

の伸び率の低下が高齢者関係給付費の伸び率低下

の一因であることが示唆される。

さて，個別制度の増加率の変動が高齢者関係給

付費全体の増加率の変動に対してどの程度の影響

を与えるかは，増加率の変動とともに，当該制度

が高齢者関係給付費に占める割合（構成比）にも

依存することになる。そこで，高齢者関係給付費

の増加率の変動を，①増加率の変動，②構成比の

変動，および③残差の３つに分解し，それぞれの

寄与率を計算した結果が表４の寄与率である 。

高齢者関係給付費の伸び率低下に寄与した項目

としては，厚生年金保険（寄与率93.71％），介護

保険（同74.22％），社会福祉（同69.23％）の３

つが大きく，いずれの制度でも増加率の低下が大

きく影響している 。このうち，厚生年金保険に関

しては受給者数の伸び率が鈍化したことが影響し

ていると思われる 。また，介護保険に関しては平

成17年10月に行われた制度改正が影響している

と考えられるが，この点については次節で述べる。

最後に，社会福祉に関しては，平成17年度に行わ

れた三位一体改革の中で「養護老人ホーム等保護

費負担金」が一般財源化されたことにより，費用

計上されなくなったことが増加率低下の主因と考

えられる。

Ⅱ 介護保険の動向

１ 介護保険制度改正（平成17年10月改正）

の概要

先に述べた通り，高齢者関係給付費の伸び率が

低下した１つの理由として，介護保険給付費の伸

び率の低下が挙げられる。また，その背景には平

成17年に行われた介護保険制度改革の影響が存在

していると考えられる。

平成12年４月に発足した介護保険制度は，介護

保険法附則第２条に基づき，制度全般について検

討が行われ，平成17年６月に「介護保険法等の一

部を改正する法律」が公布され，制度発足後はじ

めてとなる大きな制度改正が行われた。制度改正

は段階的に行われ，多くは平成18年４月１日施行

となっているが，施設給付の見直しについては平

成17年10月１日に施行されている（以下，平成

17年10月改正と呼ぶ）。

平成17年10月改正の主な内容は以下の２点で

ある。第１に，在宅と施設の給付と負担の公平性，

および介護保険給付と年金給付との調整の観点か

ら，介護保険施設等における居住費（滞在費）お

よび食費が保険給付の対象外とされた。具体的に

は，介護保険施設と短期入所において，それまで

包括的に評価されていた「居住（滞在）に要する

費用」を介護報酬から控除するかたちで介護報酬

の再設定が行われた。また，介護保険施設，短期

入所における基本食事サービス費，通所サービス
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表
４

高
齢
者
関
係
給
付
費
の
推
移
（
平
成
15
年
度
～
平
成
17
年
度
)

給
付
費
（
千
円
)

増
加
率
（
％
)

構
成
比
（
％
)

寄
与
率
（
％
)

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

平
成
17
年
度

Ｈ
15
→
Ｈ
16

Ｈ
16
→
Ｈ
17

変
動

Ｈ
15

Ｈ
16

変
動

増
加
率

構
成
比

残
差

計

高
齢
者
関
係
給
付
費

59
,3
17
,7
77

60
,6
53
,6
67

61
,7
07
,8
89

2.
25

1.
74

-0
.5
1

10
0.
00

10
0.
00

0.
00

-
-

-
-

年
金
保
険
給
付
費

42
,9
95
,8
71

43
,8
14
,3
37

44
,6
68
,9
54

1.
90

1.
95

0.
05

72
.4
8
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.2
4

-0
.2
5

-6
.6
2

0.
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0.
02

-5
.6
8

厚
生
年
金
保
険

20
,8
14
,0
05
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,5
38
,0
42

21
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,2
53
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48

2.
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-1
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0

35
.0
9

35
.5
1

0.
42
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1

-2
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5

1.
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1
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等

2,
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0,
60
8
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7,
63
0
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5,
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9

-2
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43

-1
6.
16

5.
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3.
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0
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-6
7.
98

国
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13
,3
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,4
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13
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,0
39
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,6
09
,7
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43

4.
93

0.
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.4
8
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.9
5

0.
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-2
1.
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-4
.1
2

-0
.4
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-2
6.
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農
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.2
6

0.
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4.
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0.
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2
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1
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77

-0
.0
7

0.
51

-0
.0
6

-0
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0.
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0.
07

0.
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4,
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8
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0,
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3
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8,
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2

0.
15

0.
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0.
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7

9.
34

10
.0
8

0.
74

14
8.
39

-1
4.
92

11
.7
7

14
5.
23

社
会
福
祉

38
6,
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2
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3,
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7
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6,
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9
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9
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-4
9.
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0.
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0
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0

13
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3
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3
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2

2
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7
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における食事提供加算がそれぞれ廃止されること

となった。第２に，低所得者については「負担上

限額」を設定し，介護保険から一定の補足給付（特

定入所者介護サービス費の支給）を行うこととなっ

た。

２ 介護保険給付費の動向

さて以上の制度改正は介護保険給付費にどのよ

うな影響を与えたのであろうか。以下では，国民

健康保険中央会がホームページ上で公開している

月次データを用いて，介護給付費等の推移につい

て観察することにする 。

表５は平成15年４月サービス分から平成18年

３月サービス分までを対象として，介護保険給付

費の推移を示したものである。表には，各時点に

おける（１日当たり）介護保険給付費，介護保険

給付費の対前年同月比（増加率），および対前年同

月比の変動がそれぞれ示してある。表５より次の

３点を指摘することができる。

第１に，平成17年10月以降，施設給付費が大

きく減少していることがみてとれる。このことは

対前年同月比でみるとより明瞭に表れる。すなわ

ち，施設給付全体でみると，平成17年９月サービ

ス分までは，対前年同月比で一貫してプラスであっ

たのが，平成17年10月以降マイナスに転じてい

る。これは平成17年10月改正によって，施設入

所に係わる居住費・食費が保険給付の対象外となっ

たことが影響していると考えられる 。

第２に，介護療養型医療施設に関しては，平成

17年10月以前から保険給付費が減少に転じている

ことが注目される。先ほどと同様に対前年同月比

でみると，平成16年10月時点ですでにマイナス

に転じていることが分かる。この背景には介護療

養型医療施設自体の他施設への転換があるものと

考えられる 。

第３に，対前年同月比の変動を見ると，平成17

年９月以前においても全体的に増加率が低下して

いることが分かる。特に，居宅サービスについて

は，平成17年度の対前年度同月比は全ての月にお

いて前年度の増加率を下回っていることが分かる。

介護保険制度は発足以降，高い給付の伸び率を見

せてきたが，それを牽引してきたのは要介護認定

率の上昇であり，居宅サービス利用者の増加であっ

た。しかしながら，施行後６年間を経て制度の普

及・定着とともに，居宅サービスの伸び率も年々

低下してきており，平成17年度以降もこの動きが

継続しているものと考えられる。

介護保険給付費の伸び率低下の背景には，主と

してこれら３つの要因が存在すると考えられる。

ところで，平成17年10月改正は介護保険による

公的保障の縮小，あるいは，利用者負担の拡大に

よる私的保障の拡大と考えることができるが，こ

れらの変化は施設利用にどのような影響を与えた

のであろうか。この点について検討するために，

１人当たり保険給付額を次のように分解する。

１日当たり保険給付額

＝（日数╱月日数)×(保険給付費╱日数）

＝（１日当たり利用者数）

×（利用者１人当たり・１日当たり給付額）

ここで「日数」とは各サービスの利用者延べ人数

を表していることから，第１項を１日当たり利用

者数，第２項を利用者１人当たりの１日当たり給

付額とそれぞれ考えることができる。図１，図２

は施設サービスについて，１日当たり利用者数と

利用者１人当たり給付額の推移をまとめたもので

ある。

まず１日当たりの利用者１人当たり給付額につ

いてみてみると，当然のことながら，平成17年10

月以降，低下していることが分かる（図１参照）。

仮に居住費・食費が制度改正前後で変わらないと

すると，利用者は両者の差額相当を追加的に負担

することになったと考えられる。平成17年９月と

同年10月との比較では，介護老人福祉施設で約

800円，介護老人保健施設，介護療養型医療施設で

約1000円，１日当たりの利用者負担が増加したこ

とになる 。

次に１日当たり利用者数についてみてみる（図

２参照）。介護療養型医療施設については緩やかな

減少傾向が見られ，先述したように，介護療養型

医療施設の他施設への転換が背景にあると考えら
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表
５

介
護
保
険
給
付
費
の
推
移
（
平
成
15
年
４
月
～
平
成
18
年
３
月
サ
ー
ビ
ス
分
)

年
月

保
険
給
付
額
（
10
0
万
円
╱
日
)

居
宅
計

施
設
計

合
計

特
養

老
健

療
養
型

対
前
年
同
月
比
増
加
率
（
％
)

居
宅
計

施
設
計

合
計

特
養

老
健

療
養
型

対
前
年
同
月
比
増
加
率
の
変
動
（
％
)

居
宅
計

施
設
計

合
計

特
養

老
健

療
養
型

平
成
15
年

４
月

5,
38
0

7,
12
9

3,
10
4

2,
40
5

1,
62
1

13
,0
71

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

（
20
03
年
）

５
月

5,
50
9

7,
28
2

3,
16
3

2,
43
0

1,
68
9

13
,3
51

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

６
月

5,
66
3

7,
27
7

3,
14
4

2,
44
6

1,
68
7

13
,5
28

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

７
月

5,
77
9

7,
42
4

3,
21
8

2,
49
0

1,
71
5

13
,7
79

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

８
月

5,
60
3

7,
41
4

3,
21
0

2,
49
4

1,
71
1

13
,5
97

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

９
月

5,
95
0

7,
44
2

3,
21
7

2,
50
5

1,
72
0

13
,9
99

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
月

6,
05
5

7,
44
8

3,
22
8

2,
50
2

1,
71
8

14
,0
99

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
月

5,
82
4

7,
40
8

3,
20
6

2,
49
8

1,
70
4

13
,8
47

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

12
月

5,
92
8

7,
49
7

3,
23
5

2,
54
0

1,
72
2

14
,0
29

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

平
成
16
年

１
月

5,
64
8

7,
48
6

3,
22
8

2,
53
5

1,
72
3

13
,7
34

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

（
20
04
年
）

２
月

6,
07
0

7,
54
2

3,
24
0

2,
56
3

1,
74
0

14
,2
53

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

３
月

6,
29
7

7,
56
4

3,
25
2

2,
57
9

1,
73
3

14
,4
70

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

４
月

6,
44
3

7,
58
4

3,
29
1

2,
56
9

1,
72
4

14
,6
66

19
.8

6.
4

6.
0

6.
8

6.
4

12
.2

-
-

-
-

-
-

５
月

6,
26
3

7,
61
2

3,
32
4

2,
56
8

1,
72
1

14
,5
05

13
.7

4.
5

5.
1

5.
7

1.
9

8.
6

-
-

-
-

-
-

６
月

6,
70
8

7,
61
1

3,
30
5

2,
58
5

1,
72
1

14
,9
78

18
.4

4.
6

5.
1

5.
7

2.
0

10
.7

-
-

-
-

-
-

７
月

6,
68
2

7,
72
4

3,
35
4

2,
63
6

1,
73
3

15
,0
49

15
.6

4.
0

4.
2

5.
8

1.
1

9.
2

-
-

-
-

-
-

８
月

6,
56
9

7,
75
3

3,
37
1

2,
64
7

1,
73
5

14
,9
66

17
.2

4.
6

5.
0

6.
1

1.
5

10
.1

-
-

-
-

-
-

９
月

6,
78
8

8,
01
2

3,
48
4

2,
73
5

1,
79
3

15
,4
65

14
.1

7.
7

8.
3

9.
2

4.
3

10
.5

-
-

-
-

-
-

10
月

6,
69
5

7,
75
8

3,
38
9

2,
64
0

1,
73
0

15
,1
07

10
.6

4.
2

5.
0

5.
5

0.
7

7.
2

-
-

-
-

-
-

11
月

6,
95
6

7,
76
7

3,
39
0

2,
65
1

1,
72
6

15
,3
99

19
.4

4.
9

5.
7

6.
2

1.
3

11
.2

-
-

-
-

-
-

12
月

6,
75
5

7,
79
9

3,
40
7

2,
67
5

1,
71
7

15
,2
11

13
.9

4.
0

5.
3

5.
3

-0
.3

8.
4

-
-

-
-

-
-

平
成
17
年

１
月

6,
42
5

7,
76
1

3,
39
2

2,
66
1

1,
70
8

14
,8
39

13
.8

3.
7

5.
1

5.
0

-0
.8

8.
0

-
-

-
-

-
-

（
20
05
年
）

２
月

6,
94
3

7,
85
5

3,
42
7

2,
71
1

1,
71
7

15
,5
18

14
.4

4.
1

5.
8

5.
8

-1
.3

8.
9

-
-

-
-

-
-

３
月

6,
91
2

7,
78
4

3,
39
1

2,
69
2

1,
70
1

15
,3
57

9.
8

2.
9

4.
3

4.
4

-1
.8

6.
1

-
-

-
-

-
-

４
月

7,
07
3

7,
79
6

3,
42
1

2,
68
2

1,
69
3

15
,5
55

9.
8

2.
8

4.
0

4.
4

-1
.8

6.
1

-1
0.
0

-3
.6

-2
.1

-2
.4

-8
.2

-6
.1

５
月

7,
05
7

7,
91
4

3,
51
1

2,
71
3

1,
69
1

15
,6
48

12
.7

4.
0

5.
6

5.
6

-1
.7

7.
9

-1
.0

-0
.6

0.
5

0.
0

-3
.6

-0
.8

６
月

7,
46
4

7,
91
7

3,
49
5

2,
73
4

1,
68
8

16
,0
86

11
.3

4.
0

5.
7

5.
8

-1
.9

7.
4

-7
.2

-0
.6

0.
6

0.
1

-3
.9

-3
.3

７
月

7,
26
5

8,
04
3

3,
56
3

2,
78
6

1,
69
3

15
,9
94

8.
7

4.
1

6.
2

5.
7

-2
.3

6.
3

-6
.9

0.
1

2.
0

-0
.1

-3
.4

-2
.9

８
月

7,
39
9

8,
03
6

3,
55
6

2,
79
4

1,
68
6

16
,1
22

12
.6

3.
6

5.
5

5.
6

-2
.8

7.
7

-4
.6

-0
.9

0.
4

-0
.6

-4
.3

-2
.3

９
月

7,
50
8

8,
02
2

3,
55
7

2,
79
4

1,
67
2

16
,2
46

10
.6

0.
1

2.
1

2.
1

-6
.8

5.
0

-3
.5

-7
.5

-6
.2

-7
.1

-1
1.
0

-5
.4

10
月

7,
20
7

7,
16
8

3,
22
1

2,
47
9

1,
46
7

15
,0
73

7.
7

-7
.6

-4
.9

-6
.1

-1
5.
2

-0
.2

-2
.9

-1
1.
8

-9
.9

-1
1.
6

-1
5.
8

-7
.4

11
月

7,
43
9

7,
37
1

3,
35
2

2,
52
0

1,
49
9

15
,5
33

6.
9

-5
.1

-1
.1

-4
.9

-1
3.
1

0.
9

-1
2.
5

-1
0.
0

-6
.9

-1
1.
1

-1
4.
4

-1
0.
3

12
月

7,
12
7

7,
31
1

3,
32
8

2,
52
8

1,
45
5

15
,1
37

5.
5

-6
.3

-2
.3

-5
.5

-1
5.
3

-0
.5

-8
.4

-1
0.
3

-7
.6

-1
0.
8

-1
5.
0

-8
.9

平
成
18
年

１
月

6,
82
9

7,
32
3

3,
31
5

2,
53
5

1,
47
4

14
,8
43

6.
3

-5
.6

-2
.3

-4
.7

-1
3.
7

0.
0

-7
.5

-9
.3

-7
.4

-9
.7

-1
2.
9

-8
.0

（
20
06
年
）

２
月

7,
46
1

7,
43
0

3,
34
9

2,
57
3

1,
50
8

15
,6
53

7.
5

-5
.4

-2
.3

-5
.1

-1
2.
1

0.
9

-6
.9

-9
.6

-8
.1

-1
0.
9

-1
0.
8

-8
.0

３
月

7,
44
9

7,
36
5

3,
35
2

2,
56
9

1,
44
4

15
,5
11

7.
8

-5
.4

-1
.1

-4
.5

-1
5.
2

1.
0

-2
.0

-8
.3

-5
.4

-8
.9

-1
3.
3

-5
.1

注
）
合
計
欄
は
居
宅
計
，
施
設
計
，
お
よ
び
居
宅
介
護
支
援
の
合
計
。

出
所
）
国
民
健
康
保
険
中
央
会
「
介
護
給
付
費
の
状
況
」
よ
り
作
成
。
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れる。一方で，介護老人福祉施設，介護老人保健

施設については，平成17年10月に一時的に減少

しているものの，翌月には回復し，その後安定的

に推移している。このことから判断すると，平成

17年10月改正が施設利用者数全体に与えた影響

は限定的と思われる。

このように，介護保険制度全体でみると，平成

17年10月改正による施設利用の縮小は限定的なも

のにとどまっていると考えられるが，同改正が実

際の各種施設の利用状況に影響を与えた可能性は

出所）表５に同じ。

図１ 利用者１人当たり給付額の推移

出所）表５に同じ。

図２ １日当たり利用者数の推移
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否定できない。特に，介護老人福祉施設，介護老

人保健施設の２施設に関しては，１日当たり利用

者数が平成17年10月に一時的に減少しており，

１つの理由としては一部の施設入所者が退所した

可能性が考えられる 。したがって，平成17年10

月改正は保険財政に影響を与えると同時に，介護

施設利用者の受給状況の変化によってサービス分

配面へも影響を与えた可能性がある。今後，保険

財政に与えた影響については当然のことながら，

分配面に与えた影響についても留意しながら，制

度改正の評価を行っていく必要がある。

本文の表章で「△」は減少数（率），「－」は計

数のない場合を表わす。

注
1) 知的障害者施設訓練等支援費等負担金」が
増加した背景には，平成17年度において平成16
年度の精算分（12,812百万円）が交付されたこ
ととサービス利用者の伸びがある。次に，「公立
保育所運営費負担金相当額」は，平成16年度以
降，公立保育所運営費負担金の一般財源化に伴
い地方自治体が負担している額を推計したもの
であるが，平成16年度（3,322億円）から平成
17年度（3,652億円）にかけて増加している。
最後に「養護老人ホーム等保護費負担金」につ
いては，平成17年度に一般財源化されて社会保
障給付費に計上されなくなったものであり，「介
護予防・地域支え合い事業費」はその事業の一
部（緊急通報体制等整備事業等）が一般財源化
されたことにより減少している。
2) 厚生労働省「平成17年度厚生年金保険及び
国民年金における年金積立金運用報告書」。
3) 厚生年金基金の財政状況」（平成17年度決
算結果）。
4) 具体的には，高齢者関係給付費全体の増加率
μの変動Δμを
Δμ＝∑ ･Δμ＋Δ ･μ＋Δ ･Δμ

として分解した。ただし， は制度 のウエイ
ト，μは制度 の増加率，Δは各変数の変動を
表している。表中「寄与率」欄に掲載されてい

る「増加率」，「構成比」，および「残差」は，そ
れぞれ上式の右辺第１項，第２項，第３項を高
齢者関係給付費全体の増加率の変動Δμで除し
たものである。
5) ここで考えているのは高齢者関係給付費の伸
び率が低下した要因であるが，増加率自体が低
い水準にとどまった要因としては他にも幾つか
の理由が考えられる。特に重要な点としては，
①厚生年金基金の解散，②老人保健対象年齢の
引き上げ，の２点が挙げられる。
6) 各年度末現在の厚生年金受給者数（旧共済除
く）は平成15年度2,054万人，平成16年度
2,153万人，平成17年度2,238万人となってお
り，受給者数の増加率は4.82％（平成15年度→
平成16年度）から3.95％（平成16年度→平成
17年度）に下落している（社会保険庁「平成17
年度社会保険事業の概況」より）。
7) 国民健康保険中央会（http://www.kokuho.
or.jp/）
8) 表５には示していないが，短期入所サービス
についても同様の現象がみられる。
9) 介護療養型医療施設に関しては，平成16年
10月から平成17年10月にかけて，施設数が
3,717施設から3,400施設に，病床数が138,942
床から129,942床へそれぞれ減少している（厚
生労働省「介護サービス施設・事業所調査（平
成17年版）」より）。

10) 実際には食費・居住費は施設と利用者の契約
によって決められるため，制度改正前後で食費・
居住費が変化する可能性は十分にある。また，
平成17年10月サービス分以降の保険給付額に
は低所得者に対する補足給付（特定入所者介護
サービス費）が含まれていることにも留意する
必要がある。

11) 厚生労働省がまとめた退所者調査によると，
①介護保険施設から自宅へ退所した事例，②特
別な室料等を徴収している介護老人保健施設か
ら他施設へ移った事例，③ユニット型個室から
多床室へ移った事例，などが報告されている（『週
刊社会保障』，2006年９月25日）。

（ひがし・しゅうじ 企画部長）
（かつまた・ゆきこ 情報調査分析部長）
（よねやま・まさとし 企画部第１室長）

（きくち・じゅん 企画部研究員）

298  Vol.43 No.3季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究




